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私 有 道 路 施 設 管 理 組 合 定 款

第 一 ^章    総      貝 IJ

第 1条 (目 的) 本組合 は、組合員 の相互扶助 の精神に基づ き、組合員 のために

必要 な共同事業を行 い、 もって組合員 の生活の安定及 び、生活

環境 の改善並びに福祉 の向上 に寄与することを目的 とする。

第 2条 (名 称 ) 本組合は私有道路施設管理組合 と称 す る。

第 3条 (地 区) 本組合 の地域は、名古屋市名東区藤巻町 3丁 目の区域 とす る。

第 4条 (事務所)本組合 は、事業所を名古屋市名東区藤巻町 に置 く。

第 5条 (規約) この定款で定め るものの外、必要事項 は規約で定 める。

第 二 草    事     業

第 6条 (事 業) 本組合 は、第一条 の目的を達成するため次 の事業を行 う。

(1)組合員 の生活安定の為に必要 な施設 の設置

(2)組合員 の生活環境の改善に必要 な共同事業

(3)組合員 の福祉の向上 に必要 な事業

(4)前各項 に付帯す る施設及び道路 の管理、保全

(5)地域内にお ける私有道路 の舗装 と管理

(6)前各号 に付帯関連す る事業

第 一 _   組   合   員

第 7条 (組 合員)本組合 の組合員たる資格を有す る者 は、次 の各号の要件を

具備す る者 とする。

(1)地区内に住居を有 し現に居住す る者。

(2)地区内に土地又 は建物を保有 (賃 借 も含む)し 、居住する計画 のある者。

第 8条 (加入) 組合員 となる資格を有する者 は、組合 の承認を得て組合 に加入

することがで きる。

(1)本 組合 は、加入 の申込みがあ った時 は、総会に於 てその諾否 を決 める。

第 9条 (出 資払込)前条 1項 の承認を得た者 は遅滞な く出資 の払込みを しなければな らない。

第 10条 (柑続加入)死亡 した組合員 の相続人で、資格を有す る者が組合加入 の

申出を した時は、相続開始 の ときに組合員になったものとみなす。

第 11条 (脱 退)組合員 は 90日 前に組合に通知 した上で、事業年度 の新的 に脱退

することがで きる。

第 12条 (除名)本組合 は、次の各号 の一に該当す る組合員を除名することができる。

この場合 に於いて は組合員 にその旨通知 し、かつ総会 に於いて弁 明

の機会を与える。

(1)本 組合 の定款、規約 に背反 しこれを守 る意志 の認 め られない者。

(2)出 資 の払込 ヶ、加入金 その他 の賦課金の支払い組合員 の義務を怠 った時。



(3)組合の事業を妨げ、又妨げようとしたとき。    ｀`
、、

(4)本組合の事業の利用について、不正の行為をしたとき。 、

(5)犯罪 その他組合 の信用を失 う行為を した とき。

第 13条 (持分 の払戻 し)組合員が脱退 して もその持分 は払戻 ししない。

但 し、組合員又 は組合の承認 した第二者 (組合員以外 の者)に 、脱退

組合員 の持分を穣渡することがで きる。

第 14条 (利用料 の徴収)本組合は、 その行 う事業 について使用料、利用料又 は

手数料を徴収す ることができる。

第 15条 (賦課金)本組合 は、 その行 う事業 の費用 に充て るため、組合員 に経費を

賦課す ることができる。 .

(1)第 14条及び本条 の徴収金額 は、総会 に於 いて これを決定す る。

第  ノ L 
章    出    資    及    び    持    分

第 16条 (出 資の払込み)出資は一時に全額を払込まなければならない。

第 17条 (持分)本組合員出資金 (持分)を次の通 り定める。

排水 30万    水道 35万

10万

30万

30万

35万

35万



第 力 章  役     員

8条 (役員)役員の定数を次 の通 り定 める。

理 事 長   1名 監 事   2名
9条 (任期)役員 の任期 は 2年 とす る。

(2)補充役員の任期 は、前任者 の残任期間 とする。
0条 (忠 実義務)理事及び監事 は、法令、定款、規約 の定め並び に総会の決議

に従 い、組合 の為忠実にその職務を執行 しなければな らない。
1条 (選 出)役員 は総会に於て選任する。

(2)役員 の選任 は、総会 の決議によ り指名推薦の方法によ り行 うことがで きる。

第 六 章  総     会
第 22条 (総 会)総会 は通常総会及び臨時総会 とす る。

(2)通常総会 は毎年 2月 に、臨時総会 は必要がある時組合長が招集す る。
第 23条 (招集手続)総会 の招集 は会 日の 10日 前迄 に、会議の目的事項、 日時、

開催場所を記載 した書面を組合員に発 してするものとす る。
第 24条 (代理人)組合員 は代理人を もって議決権又 は選挙権を行使することがで きる。

この場合 は、組合員 の親族又 は他の組合員でなければ代理人 となる事 ができない
第 25条 (議長)総会の議長 は組合員が これをつ とめる。
第 26条 (議事録)総会 の議事録 は、議長及び出席 した理事が作成 しこれに署名す る。

第
―

L章  会

     計

第 27条 (事 業年度)本組合の事業年度 は毎月 1月 1日 自至 12月 31日 の期間 とす る。
第 28条 (配 当)毎年度 の利益 /11余 金 は、総会の議決 によ り処分す るもの とし、配 当

す る場合 は事業年度末 における組合員 の出資金 に応 じて配当するもの とす る。
第 29条 (加入金 の還元)新加入者が納入 した加入金 (既 設施設共用負担金)は組合員

の出資金に応 じて組合員 に還元 するもの とする。

第 八 章   附       貝 IJ

第 30条 (遵守義務)組合員 は、本定款及び規約 は誠実に遭守 する義務を負 う
もの

｀
とする。

第 31条 (定款の改廃)定款及び規約の改廃は、

第 32条 (施工 ).こ の定款は、昭和 61年 1月 1

第 1

第 1

第 2

第 2

総会の決議によりこれを行 う。

日よりこれを施工する。


